
 

 

市 民 福 祉 部 

こ ど も 家 庭 課 

 

                                     直通 055-934-4828 

 

  本年４月１日に保健センター及び青少年教育センターと同じ施設の１階に開設する 

 こども家庭センターに、ヤングケアラー専用の相談窓口を設け、ヤングケアラーに対 

 する相談支援体制の充実を図ります。 

 

■概 要 

ヤングケアラー（家事や家族の世話などを日常的に行うことで、学業や生活など

に影響が出ている子ども）が気軽に相談できる専用の相談窓口を、新設する「こど

も家庭センター」に開設します。当事者だけでなく、家族や近所の方などからのご

相談もお受けします。 

ヤングケアラーとなる要因は、家族に高齢者や障がいのある人がいることや、子

育て環境、生活困窮などそれぞれ異なることから、こども家庭センターが窓口とな

って、該当の所属等と一緒に、相談者の状況に沿った包括的な支援を行ってまいり

ます。 

 

■ヤングケアラー相談窓口 

場 所：沼津市こども家庭センター 

沼津市八幡町 97 

開館日：平日 ８時 30分～17時 15分 

開始日：令和６年４月１日（月） 

 

※ヤングケアラー相談ダイヤル 055-951-1218 

 

■周 知 

ヤングケアラーの対策は、未然防止、早期発見が大変重要です。そのためには、

当事者や周りの人がヤングケアラーであることに早めに気付いてもらう必要があり

ます。市民の皆さんにヤングケアラーへの理解を深めてもらうため、ホームページ

や SNS等での案内をはじめ、市内公立小中学生には、タブレット端末を使って一人

一人に案内を行います。 

 

■ 問合せ 

沼津市役所 市民福祉部 こども家庭課  

電話：055-934-4828 Email：kodomokatei@city.numazu.lg.jp 

沼津市定例記者会見発表 １                                         令和６年３月２７日 

こども家庭センターに 

ヤングケアラー相談窓口を開設します 
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ヤングケアラー相談 ダイヤル 

０５５-９５１-１２１８ 
 

場 所：沼津市こども家庭センター （沼津市八幡町 97） 

時 間：平日 ８時 30 分～17 時 15 分 
 

 

 

 

●ヤングケアラーとは？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

この窓口の他にも、学校の先生やスクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカーなどにも相談することもできます。 
 

※相談内容をあなたの許可なく、あなたが特定されるかたちで誰かに伝えることはありません。 

 

沼津市こども家庭センター 

自分はヤングケアラーかな？と思ったら電話してみてください。 

悩んでいること、困っていること、どんなことでもいいので気軽にお話く

ださい。 
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